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本研究の目的は,精神発達遅滞者にとっての福祉施設 - 特に入所型福祉施設 - の意

義について考察することである｡第一に,精神発達遅滞者のライフサイクルに沿った福祉

援助の現状 と課題についての研究を概観 した｡第二に,ある精神薄弱者更生施設に入所 し

ている軽度精神発達遅滞者の事例を検討 した｡その結果, 1)入所施設の社会的意義は以

前より拡大 していること, 2)個々の事例それぞれについて生命の安全と精神的安定が守

られている状況で本人の意志を尊重 していくことが必要であること,などが明らかになっ

た ｡

Ⅰ.はじめに

近年,日本の社会福祉の現場においては,ノーマライゼーション思想の普及に伴って精

神発達遅滞者も社会に出て自立 していこうという風潮がある｡ しかし,精神発達遅滞者の

特性を考えずにただ単に社会で¢)自立を目指 しても実際には上手 く行かないことが多い｡

彼ら,精神発達遅滞者のライフサイクルにおける我々と違う選択肢の一つとしては福祉施

設への入所 というものが考えられる｡一般に施設入所 というと ｢社会からの隔離｣ という

印象をもって受け取 られることが多いが,"地域に根ざした施設づ くり"を目指 した施設

運営において,決 して隔離ではない努力がなされている｡

本稿では(1)精神発達遅滞者のライフサイクルに沿った福祉援助の現状 と課題について

の研究を概観 し,(2)ある精神薄弱者更生施設に入所 している軽度精神発達遅滞者の事例

を通 して,精神発達遅滞者のライフサイクルにおける福祉施設の意義について考察 してい

く｡なお,精神発達遅滞者 という用語は,以下,引用されている研究文献によっては知的

障害者 ･発達障害者等引用元の表現をそのまま用いているが,ここでは同じ意味を指す用

語 としてとらえる｡

Ⅱ.精神発達遅滞者のライフサイクルにおける福祉援助の現状と課題

一般に精神発達遅滞者は,中途発症や事故による障害者を除 くと遅 くとも就学前までに
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は,何 らかの医療 ･教育 ･福祉機関にてスクリーニングを受ける｡最近は 1歳半健診 (1978

年より制度化)及び3歳児健診 (1961年より制度化)の普及に伴って早期より特殊教育や

治療教育 ･福祉的ケアの対象となるケースも多い｡

北沢 (1992)は,発達障害児 ･者の家族へのサポー トというテーマで文献 レビューを行

った｡それによると,発達障害児を持つ親の心理に関する研究では親の子 どもに対する障

害の受容過程 ･段階について整理 しているものが多い (伊藤 1964,溝上 1979,久保

1982)｡それらによると特に精神発達遅滞者のライフサイクルにおける大きな問題 として,

家族が本人の障害をどう理解 し,受容するかが重要であ り,特に少年期にその問題が集中

していることを明らかに している｡また,精神発達遅滞者を持つ親の悩みや要求 として

は,① ｢就労 ･進学 .進路等について｣,(夢 ｢障害者自身について｣,(事 ｢親の教育観 ･人

生観 ･世界観｣,(彰 ｢入所 ･適所施設の整備 ･増加｣などが挙げられている.

同じように加藤 (1992)は,乳幼児期の精神発達遅滞児に関する重要な問題 として,秦

族 - 特に保護者 - の本児の ｢障害の受容｣ の困難さを挙げている｡また,この時期の

福祉援助 として統合保育による試みが例に挙げられているが,そこでよく起こり得ること

として,健常児の集団の中に入る力があると判断された軽度の障害児でも,他の健常児に

比べて ｢ち ょっと遅い｣｢ち ょっともたつ く｣｢ち ょっと下手｣などがつみかさなって,ま

わりからの評価が低 くな り,本児自身の自己評価 も低 く,有用感が感 じられない状態にな

ることを指摘 している｡そうならないためには障害児の精神的安定を保つための福祉援助

が必要であろう｡

学童期の問題 としては,教育の問題や心身の発育に伴 う問題等が挙げ られる｡ 金子

(1992)は,学齢児の障害児を持つ親のス トレスとして,障害児の年齢の高まりと共に生

じる行動の問題が大きな要因となっていることを指摘 している｡

そ して義務教育を修了 した後,養護学校高等部や職業訓練センターなどに進むケースは

多いが,その頃,いわゆる思春期から成人に至る頃に,性の心理 .社会的発達に関する問

題の解決が大きな課題 となって くる｡山本 (1992)は,精神発達遅滞者は社会性が未熟で

人間関係が狭 く,対人関係の取 り方や自己表現の仕方が下手なために性的な領域について

誤解され易いということを指摘 している｡

その後,健常者であれば就職 し,自立 し,新 しい家庭を作ったりという形で人生を進め

てい くのだが,ここが障害者 と大きく違う点である｡精神発達遅滞者は,就職すること,

それも持続 して働き,自立するということ自体に大変な困難を生 じるのである｡

例えば,廿楽 (1992)は,軽度から重度それぞれの知的障害者の問題行動の中でも思春

期 ･青年期に精神障害が疾病 として起こりやす く,症状 として空笑 ･独語 ･被害妄想的な

恐怖を示すことなどを指摘 している｡また,棉 (1988,1994a)は,成人の自閉性障害者及

び知的障害者の神経症様不適応状態や分裂病様反応について言及 し,軽度の知能障害で社

会に適応するかと思われるケースにおいてもち ょっとしたことで心因反応をおこし,自我

の統合を崩 した例について報告 している｡両者の研究の結果はどちらも,なかなか就労 し

ての自立には至らないケースが多いことを示唆 していると思われる｡

就労の現状について北岡 ･牛谷 (1993)は,知的障害者の地域就労援助について報告 し

ている｡そこでは滋賀県信楽町における活動が詳細に述べられており,人口14,500人の町

において22の福祉施設や企業が協同 して障害者の就労援助を行っておるにもかかわらず
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｢最低賃金｣の問題で就労が妨げられた り,雇用契約を結んでも ｢最低賃金｣以上を得て

いる人は全体の50%以下であるという結果 となっている｡

また,就労 している人達の中で身辺の自立が獲得されてない人が約30%いるなど就労 し

ても様々な援助が必要なことが明らかにされている｡

このように成人期 ･高齢期に至った知的障害者に就労の場を与え,地域で住むことがで

きる環境を整えることは非常に重要であるが現実的には難 しく,就労できても様々な福祉

援助が必要である｡

地域福祉援助の例 として,根来 (1993)は,レスバイ ト･サービスによる障害者 とその

家族を支える取 り組みを紹介 している｡ レスバイ ト･サービスとは厚生省の研究班によっ

てまとめられた報告によると 『障害児 (者)を持つ親 ･家族 と,一時的に一定の期間,障

害児を親から解放することにより日頃の心身の疲れを回復 し,はっと一息つけるようにす

る援助』である｡根来 らは ｢このみ｣ という介護支援事業を通 して 0歳から36歳までの障

害者115名に対 して,家族の入院や冠婚葬祭等で介護できないときに一時保護する等の活

動を続けている｡

老年期の知的障害者に対する問題 としては ｢親亡 き後の介護援助｣の問題が挙げられる

(滝本 1992)｡特に発達障害者の早期老化の問題から家族,特に両親の負担は大変であ

ると思われる｡ さらに滝本は,ニュージーラン ドで発展 した制度である後見委託制度

(Thetmsteeshiptrust)について言及 しているが,日本においてもこのような制度の導入

やそれに似た制度の確立が望まれる｡

この様に精神発達遅滞者にとってはライフサイクルのどの段階においても福祉援助が必

要不可欠である｡ そこで健常者 と違う選択肢の一つとして入所型の福祉施設でのサービス

が挙げられるため,次に精神発達遅滞者の入所施設 としての代表である精神薄弱者更生施

設について考えたい｡

精神薄弱者更生施設 とは,｢満18歳以上の精神薄弱者を入所させてこれを保護するとと

もに,その更生に必要な指導及び訓練を行うことを目的とする施設 とする (精神薄弱者福

祉法第 21条の 5)｣と規定されている｡ここでいう ｢更生｣ とは,厚生省社会局の解説

によれば ｢身心上の障害により,その他社会経済的な諸種の原因により,正常な社会生活

から脱落 している者が,自ら進んであるいは他人の指導訓練援助によりその障害困難を克

服 し,健全な社会生活 ･家庭生活を営むようになることをいう｡ 一般的には独立自立の生

活 ということで職業的な自立更生が重要視されるが,必ず しもそれに限るものでな く,重

度の精神薄弱者で身辺の世話一切を他人の介助によっていたものが,施設における指導訓

練を受けた結果,着脱衣や食事を一人でできるようになることも更生 と解すべきである｣

となっている｡つまり,精神薄弱者更生施設のもともとの考え方 として,精神薄弱者を集

団の中でとらえ,建物を用意 し,そこを居住の場 とすると共に,保護 ･指導 ･治療 ･訓練

を行うということに基礎をおいてすすめられてきた｡ しかし近年は,精神薄弱者を一人一

人の個人 としてとらえ,地域社会で独立的に生きることを基本に据えて福祉援助を行うと

いう考え方に変わってきた｡従って更生施設でも自立の立場から職住分離を進め,プライ

バシーを守るための住の確保を考えることが求められている (奥村 1993)0

また,精神発達遅滞者のライフサイクルにおける研究の充実にともなって,社会福祉施

設に対する考え方 も ｢入所型施設｣から ｢地域の適所型福祉施設｣へと,すなわち,｢地
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域福祉｣｢在宅福祉｣に主核をお く方へ変わってきた｡

この様に入所施設の社会的意味は以前に比べて変化 している｡この場合の変化は必ず し

も不要になっているということではな く,入所施設が社会で果たす役割が拡大 していると

いうことである｡ そこで本稿では軽度から中度の精神遅滞者にとっての入所施設の意義に

ついて,精神薄弱者更生施設の入所者の事例を通 して具体的に検討 してい く｡

Ⅲ.W施設での事例について

精神薄弱者更生施設W園 (以下W施設)は,平成 4年 7月に開設された入所型の更生施

設である｡開設の趣意 としては精神遅滞者や自閉性障害者 ･てんかんによる知的障害者各

々に応 じたきめの細かい個別処遇を目的 としている｡従って入所者の知能の幅も障害や症

状の有 りようも多種多様であり,その専門的な個別的対応が望まれる｡

楠 (1994b)は施設生活における心理的問題 として,精神発達遅滞者が集団生活を行う

ことにに伴う不適応状態の増加や管理化 ･スケジュール化された生活意識の固着化,集団

生活に伴う個人間の感情の乱擦等による トラブルなどについて指摘 しているが,まさに入

所型施設であるW施設ではこの様な問題への対応が日常的に必要 となっている｡

さらに,軽度の精神発達遅滞者は一見通常の会話能力を有 し,何一つ普通人 と変わらず,

人によっては実社会で働 くこともでき,また,軽度の知的障害故に他の人にも自分にとっ

ても自らの障害がわかりに くいこともあり,なかなか福祉施設に馴染みに くいのであるが,

ここではそのうち 4事例について報告 し,彼 らにとっての福祉施設 - 具体的には彼 らに

とってのW施設 - とは何かについて考察 してい く｡

事例 1:0.K. 男 入所当時 :22歳 W施設入所期間 :6ヶ月 (図 1)

図 1.0.K.の豪族構成

入所までの経過 :3人兄弟の 2番 目の子供 として生まれる｡小さい頃から軽い遅れはあ

ったが,小学校 ･中学校は普通学級で過ごす｡中学校卒業後,精神薄弱者適所授産施設A

園に通っていたが,両親が離婚 し,同居 していた親が死亡 したため,子供 3人で一世帯を

持つことになった｡ しか し,結果的に姉 と弟に本人を養護する意欲 も経済的能力もな く,

3人暮 らしが成 り立たず適所施設から入所施設であるW施設に措置されることとなった｡

施設措置の変更についてはA園の指導員の助言やコーディネー トのもと行われた｡本人

の状態 としては10歳程度の理解力はあ り,身辺自立は確立 している｡

W施設での様子 :入所 してす ぐ他の入所者 と会話 したり,指導員に対 しても話 しかける

など積極的に関わってきた｡重度,最重度の知的障害を持つ入所者に対 しては指導補助的

な役割をとることができる｡ しか し,入所後 1ヶ月を過 ぎた頃から職員 との関わりを過度
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に持ちたがり,作業等をしていても他の入所者への指示が多 く,自分自身は動こうとしな

くなって くる｡また,他の入所者を呼び捨てにすることもある｡軽度の入所者 とはよく関

わり,自発的に自治会のようなものを作っていたが次第に仲間割れが起きて くる｡

重度の入所者がパニックを起こすと ｢うるさい｣ とのの しった り攻撃的な行動を取ろう

とするなど問題が出て くる｡

一方で軽度の入所者 と一人の女子入所者のことで言い合ったり無視 し合ったりするなど

喧嘩が絶えな くなった｡作業も細かい配慮が足 りず机を運ぶにしても前だけに注意 し,後

ろを窓にぶつけガラスを割るなど失敗が多い｡入所後 5ヶ月を経て建設会社の土木作業員

として住み込みで働 くことになり退園する｡

退園後の様子 :本人には姉 と弟がいるが,実際は家族 として0.K.を援助する立場を

とることができない｡退園後 3年を経た現在 も月に 1度はW施設に電話 してきたり担当だ

った指導員に手紙を出した りして くる｡運動会などW施設の行事には時間があれば来る｡

職場での対人関係の悩みなども打ち明けて くる一方で,職場の上司からも時折本人のこと

で連絡が入る状況である｡ある時は,W施設に以前同時期に入所 していた一女性が0.K.

の職場寮に押 し掛けるなど人間関係の トラブルがあったか,職場の上司,施設職員,福祉

事務所職員 との問で話 し合いがもたれ何 とか解決 した｡

0.K.にとってのW施設 :社会に出るための通過点であり,親代 り,家庭の替わ りの

機能も果たしている｡退園 という措置解除で法的関係は消えたがその後も実質的な援助関

係は続いている｡

事例 2:M.N. 女 入所当時 :18歳 W施設入所期間 :3ヶ月 (図 2)

図 2.M.N.の豪族構成

入所までの経過 :母 と妹の 3人暮らし｡母親 と父親は本人が小学生の時に離婚 している0

生後10ヶ月時,階段から落ち左脳を損傷する｡その後遺症で脳波異常による精神発達遅滞

となる｡小学校 ･中学校は普通学級に通い,私立の普通高校に入学するが,学力面や友人

関係で学生生活に支障を来た し高校 1年生の途中で自主退学する｡身辺自立はできており

一見遅れがないかの様に見えるが年に 1- 2回は痩撃発作が起きる｡集団生活を経験させ,

人 と上手 く関われるようにし,社会参加できることを母親が望みW施設に入所措置される｡

入所の時点での知的レベルは 6歳程度である｡

W施設での様子 :入所当時より,自分は障害者ではな く学園の他の入所者 とは違 うとい

う意識が強かった｡アイ ドル系の顔で服装はミニスカー トやボディコンスーツ,マニキュ

アをつけるなど派手である｡次第に同じくらいの理解力のある入所者 と交流できるように

なるが,新 しい環境に適応することに対するス トレス故か入所後も月に 2- 3回の割合で
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痩撃発作を起こす｡慣れて くると部屋の片付けをしない,他の入所者 と些細なことで喧嘩

する,男子入所者の部屋に一人で入ったりするなどの不適応行動が出て くる｡また,男性

指導員に甘える等異性に対する興味 ･関心が高まる｡年末帰宅中には,母親には ｢○○ま

で買い物にい く｣ といい,方向違いのW施設に来て,男子指導員にクリスマスプレゼン ト

を持って くる｡母親には了解をとっているといっていたが,それは事実ではなかった｡感

情の起伏が激 しく,特に欲求が満たされないと怒ったり泣いたりする｡入所 3月めに自室

で煙草をこっそ り吸い,その件で注意されるとパニック状態になる｡その夜,母親が迎え

にきて帰宅するがそれを機に退園する｡

退園後の様子 :適所授産施設に通っていたがそこでも人間関係が上手 くいかず,現在,

精神科デイケアに通院 しているとのことである｡W施設 とは退園後母子 ともに連絡を絶っ

ていたが,ある日突然,男友達 とW施設を訪ねて くる｡話を聞 くと母親が再婚するとのこ

とであった｡

M.N.にとってのW施設 :福祉援助が必要であるのに,入所施設で集団に適応するこ

とが困難なタイプである｡他者 と折 り合いをつけることが難 しい｡母親も,子供の状態の

改善のための覚悟ができていない｡

事例 3:R. I. 男 入所当時 :23歳 W施設入所期間 :3年(現在 も在園中) (図 3)

7M

早(結婚後独立)
辛 (結 婚 後 独 立 )

♂(23)

図 3.∩. l.の豪族構成

入所までの経過 :家族は両親 と2人の姉がいるが,姉はどちらも結婚 し独立 している｡

乳児期から少 しづつ発達の遅れがみられたが,中学校までは普通学級に通った｡工学系の

高校卒業後,電気関係の職場に就職 したが上手 く適応できなかった｡その結果,W施設に

入所措置されることとなった｡革の運転免許 も持っており,一見 した感 じは大人 しい普通

の男性 という印象を受ける｡入所時点での知的レベルは10歳 くらいであった｡

W施設での様子 :入所当時は,その内向的で神経質な性格故か自分から他者に話 しかけ

ることもなかった｡特に女子指導員 とは目も合わせようとしない｡かといって,適応 しな

いというのではない｡作業や療育では指示された内容を正確にこなすことができる｡見か

け ･物腰 とも指導員 と間違えられるくらいしっかりした印象を与え,W施設ではR. Ⅰ.

は短期間の在園で社会復帰できるであろうし彼自身もここでの集団生活には飽きたらず早

い退園を望むであろうと考えていた｡ しかしながら,次第に施設内でリーダー的役割を取

るようになり, しかも定期的に帰宅 し,家庭でも大切にされている存在である彼は過適応

といえるまでにW施設に適応 し,いまだ退園 したいという意志表示はな く,指導員 ともよ

い関係を保っている｡ある指導員が ｢そろそろ就職先を捜 し,ここ (W施設)を出ること

を考えていこうか｣ と話すと落ち込み,ふさいでしまうなど今の生活で精神的安定を得て
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いるようである｡最近は指導員にも他の入所者の不満をもらした り,自分の要求を主張す

るなど自発性が出てきた｡

R･ Ⅰ.にとってのW施設 :家庭 と共に精神的安定の場である｡自己実現でき,自分が

優等生でいられるところである｡ しか し,施設を一つのステップとして勇気を出して社会

に出,仕事につこうという自立意欲はまだ出ていない｡

事例 4:N.A. 女 入所当時 :20歳 W施設入所期間 :2年(現在 も在園中) (図 4)

♂

(離 婚 )

♀ M 子 (20,

図4.N.A.の家族構成

入所までの経過 :家族は母親 と姉の 3人暮 らし｡母親は父親 と離婚 しているが,今でも

N.A.のことで相談することもあるらしい｡中学校までは普通学級に通ったが,その後,

軽度の精神発達遅滞児のみを在籍させ,就労させることを目的とした寄宿制の高等養護学

校に入学する｡卒業後,食品会社に就職 したが他のパー ト社員 との人間関係や異性問題等

トラブルが絶えず,本人 もス トレス性の過呼吸発作を起こしたため,会社を辞めW施設に

入所することとなった｡入所時の知的レベルは 7歳 くらいであった｡

W施設での様子 :一見 しっかりしている｡はっきりした目鼻立ちで,化粧 も濃い｡入所

時よりス トレス性 と思われる過呼吸発作が頻発 したが,入所者や指導員 とはよく話 しをし

た｡積極的に他者 と関わるが異性に対する過度の関心を示 し,男子指導員 との関わりの中

では興奮状態になりがちであった｡作業や療育への関心 も高いが,注意が長続きせず,こ

なせない｡半年を過ぎた頃からW施設の生活には慣れるが,その人間関係には飽きたらな

いのか帰宅 した折に,そのまま家出して, 1ヶ月後に他県で保護されるということがあっ

た｡いろいろ調べてい く内に,テレフォンクラブで知 り合った男性にお金をもらい,二人

で他県に行き,小料理屋でバイ トしようとしたが末成年を装ったため,保護者の承諾が必

要 ということにな り母親に連絡が入ったとのことだった｡自由に暮 らしたいという欲求が

強 く,W施設の指導員だけでな く家族の干渉 も嫌がり母親が迎えに行っても ｢こんな女の

人知らない｣ と言って帰宅を拒否 したとのことである｡W施設に戻ってきた後も過呼吸発

作が頻発 し,最近はそれに加えて幻聴や妄想 と思われる言動 も見られている｡それらの問

題については精神科に通院 し,服薬治療等で現在対応 している｡本人はW施設 も退園 した

いのだが,家族は退園 し在宅で本人を保護 してい くことが難 しいため,このままでは精神

科に入院せざるを得ない状況であるということで引き続き,W施設で生活することとなり,

現在に至っている｡

N.A.にとってのW施設 :家庭の替わ りであり,かつ,家庭 と共に彼女を保護すると

ころである｡社会に出たら恐らく破綻するであろう彼女の避難所 ともいえるが本人の自己

実現はできていない｡幸い,母親が本人にとっての入所施設の必要性を強 く感 じているた

め,在園が可能な状態である｡
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Ⅳ.考察

本稿では精神発達遅滞者のライフサイクルにおける福祉施設の意義について検討するた

めに(1)精神発達遅滞者のライフサイクルに沿った福祉援助の現状 と課題についての研究

を概観 し,(2)ある精神薄弱者更生施設に入所 している軽度精神発達遅滞者の事例を報告

した｡

(1)については,精神発達遅滞者にとってはライフサイクルのどの段階においても福祉

援助が必要不可欠であり,健常者 と違 う選択肢の一つとして入所型の福祉施設があること

を指摘 した｡また,精神発達遅滞者のライフサイクルにおける研究の充実にともなって,

社会福祉施設に対する考え方 も ｢入所型施設｣から ｢地域の適所型福祉施設｣へと,すな

わち,｢地域福祉｣｢在宅福祉｣に主核をお く方へ変わってきてお り,入所施設の社会的意

味は以前に増 して拡大 していることが明らかになった｡ ところで,入所施設での処遇の問

題点 として,山口 (1994)によると,入所施設の利用者が退所 という出口を兄いだせない

まま施設での定形的な生活を長期化させると,利用者の自立への意欲を阻喪させるという

問題点を指摘 している｡また,北沢 (1994)は,知的な障害のある人の地域生活は以下の

ような壁 - a)知的な障害のある人の背後の存在 (保護者である両親,兄弟姉妹)の "安

心感"を得るまでに至っていないという壁,ち)知的障害関係福祉業界の多数であ り,社

会的安定感を持つマンパワーの中に浸透 し切れていない (自らの安定を壊そうとは しない

保守性) - 等によって阻まれているが,入所施設は,その保守的態度を改め,知的障害

者のライフサイクルを見通 した予測の下に,複数選択 としての処遇枠組みを用いるべきで

あると厳 しく指摘 している｡これらの問題点をも考えながら入所施設が入所者の真の意味

での自立に向けた動きを援助 してい くことが今後の重要な機能であろう｡

それらの機能を持った入所施設の処遇の具体例 として,次に(2)のW施設での事例につ

いて検討 ･考察する｡

第 1に福祉施設は精神発達遅滞者本人のみでな く,家族を支えるということが期待され

る役割の一つであるということである｡さらに,場合によっては機能 していない家族の替

わ りになることもある｡W施設は,事例のうちR.Ⅰ.やN.A.についてはまさに家族

を支えているのであり,0.K.については家族の替わりとして機能 しているのである｡

しか し,そうなるためには福祉施設職員 と家族 との充分な信頼関係や他の福祉機関の介在

等が必要である｡M.N.の例では,母親自身の施設に対する信頼や,施設に任せようと

いう自覚が不十分であったことが結果的に中途半端に施設を退園することとなり,その後

の経過にも影響を及ぼ していると思われる｡福祉施設 と家族,両者が本人を支援する充分

な体制をとった時,本人の社会的自立に向けた一歩が踏み出せるのではないだろうか｡

第 2点は,福祉施設は,ただ社会復帰に至るまでの一時保護機能だけではな く,状況に

よっては社会から本人の身を守る避難所でもあるということである｡事例で挙げた 4人 と

も一見 したところほとんど普通の人 と同じようにみえるが,対人的なス トレスや トラブル

によって心理的に破綻する寸前のところをかろうじて守 られている状態なのである｡0.
K.は就職先の上司を始めとする人々の支えと,不定期な福祉施設職員の援助によって何

とか社会性ができる力を持つに至ったが,M.N.はまだ,その力が充分でないうちに外

の世界に飛び出して しまい,施設入所前 と同じことを繰 り返 して しまっている｡R.I.

は一見0.K.同様,外でもやっていける力があるかのようであるが,本人の中ではまだ
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その棟が熟 していないのであろう｡少な くとも現在の生活 リズムで入所前の本人の不安定

さは解消され,彼なりに自己実現 していることを考えると,まさに,避難所 として施設が

機能 していると思われる｡N.Aについては,保護者である母親,福祉専門家 としての施

設職員,医療専門家 としてのN.A.の主治医 (精神科)の判断により,福祉施設入所が

今の最善の処遇であるとして入所 (避難) しているのであるが,本人の自己実現には至っ

ていない｡本人にとっては社会に出て自由気ままに暮 らすことが夢であるが,もしそうす

ると,結局は本人にとって悲惨な結果になることが今までの経過からみても確実に予想さ

れるのである｡ここで本人の意志を最優先させることが人権尊重につながるという意見も

あるが,精神発達遅滞者の場合,その判断力やその能力をなるべ く正確に分析評価 し,本

人の生命の安全 と精神的安定が少な くとも守 られる状況で本人の意志を尊重 してい くこと

が福祉専門家の援助 として とられるべき方向であろうと思われる｡

最後に 4事例を見て補足 しておきたいことがある｡それは特に軽い女性の精神発達遅滞

者が施設に入所する場合において,性の問題は大きいと思われる｡前述の山本 (1992)で

も述べられているように性の問題は思春期以降の精神発達遅滞者にとって男女共に大きな

課題であるが物理的 ･精神的ダメージの大きさを考えるとやはり女性の方がより大きな問

題をはらんでいるといえよう｡そういう意味でも福祉施設での避難所 としての機能が望ま

れる部分は大であると思われる｡

文 献

1)伊藤 隆二 (1964)精神薄弱児をもつ親の心理,精神薄弱児の心理学.日本文化科学社,262-273

2)金子 健 (1992)学齢期における家族サポー ト- 学童保育所での障害児受け入れ - .発達障害研究,

14(2),98-104

3)加藤 正仁 (1992)発達障害乳幼児 とその家族の援助.発達障害研究,14(2),91-97

4)北岡 賢剛 ･牛谷 正人 (1993)地域 ぐるみの就労援助.発達障害研究,15(3),178-183

5)北沢 清司 (1992)発達障害児 ･者の家族へのサポー ト 発達障害研究,14(2),81-90

6)北沢 清司 (1994)｢入所施設｣再考.発達障害研究,16(2),81-88

7)久保 紘章 (1982)障害児を持つ家族に関する研究 と文献について.ソーシャルワーク研究,No.8-1,

49-54

8)楠 峰光 (1988)年長 自閉症児の集団生活に伴う神経症様不適応状態について.大意論叢,26,1-12

9)楠 峰光 (1994a)精神薄弱者の分裂病様反応について.社会福祉法人玄洋会昭和学園施設職員研修要

録,43-46

10)楠 峰光 (1994b)自閉性障害者の臨床 と福祉.発達 と障害の心理臨床.九州大学教育学部附属障害児

臨床センター編,232-243

ll)溝上 傾 (1979)障害児の家族研究 - その研究課題 と方法論の検討 - .佐賀大学教育学部研究論文

集,No.27LⅡ,101-118

12)根来 正博 (1993)家族 との暮 らしを支えるレスバイ ト･サービス.発達障害研究,15(3),184-190

13)奥村 安夫 (1993)精神薄弱者更生施設,精神薄弱者問題自書1994.日本文化科学社,86-88

14)滝本 蒙徳 (1992)成人期 ･高齢期における家族の役割 と問題および家族へのサポー ト 発達障害研究,

14(2),117-123

15)廿楽 昌子 (1992)思春期 ･青年期 (行動問題).発達障害研究,14(2),11ト116



96 長崎大学教育学部教育科学研究報告 第54号

16)山口 泰弘 (1994)｢入所施設｣の暮らしの場 としての観点および人権保障の観点から.発達障害研究,

16(2),94-99

17)山本 良典 (1992)精神遅滞児 ･者の性 と家族への援助.発達障害研究,14(2),105-110


